
 

個人情報保護制度のしくみ（法改正前） 

• 民間 

• 個人情報保護法 

• 国の行政機関 

• 行政機関個人情報保護法 

• 地方公共団体 

• 個人情報保護条例 

個人情報保護の根拠法令は、国、自治体、民間企業によって異なっており、

災害時の情報共有や医療情報のデータ流通が難しい（2000 個問題）。 

 この解消のために、個人情報の保護と活用の両立の観点から法律を統合する

こととなった。 

   基本理念 
 国及び地方公共 
 団体の責務・施策 
基本方針の策定 等 
 （第１章～第３章） 

個人情報取扱事
業者の義務等 
（第４章～第７章） 

個人情報保護法 

個人情報保護制度のしくみ（法改正後） 

  

• 法律の統合 

・個人情報保護法に統一 

• 一元的な制度管理                 個人情報保護法        

・個人情報保護委員会が所管                

• 地方公共団体との関係                                    

・共通ルールの設定           

令和５年４月１日施行                                  

 

国の行政機関 

独立行政法人等 

 立川市 

民間企業 


